
令和８年度（２０２６年度）卓越した技能者厚生労働大臣表彰推薦要領熊本県版


１　被推薦者
　　県内就業者で、次の全ての要件を満たす者であること。
（1） 技能の程度が卓越しており、当該技能において国内で第一人と目されていること。
（2） 推薦日現在において、現役の技能者として就業していること。
なお、被推薦者は、原則として被表彰者の公表日までの間、引き続き現役の技能者
として就業している者であることが見込まれる者とする。
この場合、その者の就業上の地位（自営業主、家族従業者、雇用者等）は問わない
ものであること。
　また、その者が、職業訓練指導員として、事業内職業訓練又は公共職業訓練におい
て、当該卓越した技能について、実技指導を行っている場合等を含むものであること。
　ただし、就労継続支援Ａ型事業所の利用者は、表彰対象とはならない。
（3） 就業を通じて、後進技能者の技能の指導又は教育に携わり、技能者の育成に寄与し
たこと、技能に関する工夫又は改善等によって生産性を向上させたこと等により、労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者であること。
（4） 勤務実績、日常行為等において、他の技能者の模範と認められる者であること。
また、推薦日以前において禁錮刑以上の刑に処せられたことのないこと。
（５）被推薦者の推薦に係る技能に関し、叙勲若しくは褒章を受章又は受章予定がないこと。
なお、長年のボランティア活動や人名救助など被推薦者の技能とは異なる理由で
　　叙勲又は褒章を受章又は受章予定がある者は推薦の妨げにはならない。

２　推薦手続きについて
  　推薦書類については、選考が主に書類審査によるものであるので、所定の様式
（県ホームページに掲載。下記３－（８）参照。）により簡明かつ的確に作成すること。
（1） 調書(１)(２)(３）（様式３の１）（２１部門のみ様式３の４）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各２部（原本１部と写し１部）
1 「技能の概要」欄
関連する他の資料に合わせて、被推薦者の従事する職種、技能の水準、範囲、特徴又は他の技能者との比較等の観点から卓越した技能を有するものであることが判定できるよう、特に技能の質的な面を中心に具体的に記入すること。
記述に当たっては、技能面においてどの点がどのように優れているのか、エビデンス（数値等）明確性（改善実績における本人の技能の関わりの明示等）に心がけること。なお、被推薦者の功績・経歴が中心となっているケースが見受けられるので注意すること。
2 「功績・貢献の概要（社会的貢献活動を含む）」欄
関連する他の資料に合わせて、その者が当該技能をもって製作又は建造等をしたもので、当該被推薦者の技能の程度の判断に資するとともに、企業、産業界及び社会に対する貢献度等において高く評価されているような事績を具体的に記入すること。
また、天災等による復興活動や福祉活動についても具体的な事例を踏まえて記載すること。
3 「後進指導育成の概要」欄
被推薦者が後進の指導・育成に当たった方法、対象及び範囲等を具体的に記入すること。
4 「現役性」欄
被推薦者が現役の技能者であるかを確認するため、その者の有する技能に関連した
　　職種における１日平均の就業時間又はその者の有する技能に関連した職種に専ら就業
　　しているか否か（現場での直接指導等）を具体的に記入すること。
＜共通の留意事項＞
　書面審査の性質上、記述内容の的確性や分かりやすさが結果を左右することがある
ので、留意すること。例年指摘が多い事例には、以下のようなものがある。
　(a)表現が客観性に欠ける
　　・非常に優れている
　　　→　他と比較してどう優れているか数値等で表現
　　・短時間で加工できる
　　　→　通常３時間かかる加工を１時間でできる等
　　・精度が向上した
　　　→　標準公差±○μmmが±△μmmに向上した等
　(b)共同作業による場合、その実績における本人の関わりが不明確
　　→　グループ作業や大型製品等の場合、本人が関わった部分について、個人の技能に特化し、具体的に記載する
　(c)技能・功績の実績内容が、技術的要素のみ
　　→　卓越した技能を有するものであることが判断できるよう、特に技能の質的な面を中心にわかりやすく記載する
(d)製品やサービスの紹介のみで、技能の関与が不明確
　→　その製品の製作過程もしくはサービスの提供家庭のどこで本人の技能が活かされたか明確にする
(e)地場産業における活躍に限定され、技能の相対的レベルが掴みにくい
　→　全国から選定することから、全国レベルで見た場合に他の技能者と比較して、どの程度優れているのか記載する（地域に限定されるような性質の技能で、全国レベルの評価が難しい場合は、その地域における地場産業への貢献内容について記載する）
（２）住民票              　　　        　　２部（原本１部と写し１部）
（３）専門用語説明資料　　　　　　　　　　　２部（原本１部と写し１部）
  　　調書の記載事項のうち業界専門用語で一般には理解できないと思われるものについては、別紙の様式により、ふりがな及び解説の十分な資料を添付すること。
　　※無しの場合は不要
（４）写真（ポラロイド不可） 様式１０ページ以内                       
    　被表彰候補者の作品及び作業風景　　　２部（原本１部とカラーコピー１部）　
※作品の写真や作業風景等、調書（２）に記載した技能功績等が分かる写真
を添付すること。
※大きくて鮮明な写真を添付すること。
※被推薦者本人と分かる直近１年以内の作業風景の写真を最低１枚以上添付
すること。（単なる作業場の写真ではなく作業中の被推薦者本人の顔が明
瞭に認識でき、卓越した技能を発揮している場面の様子が汲み取れるもの
であることが望ましい。）
※写真は、Ａ４版紙面・片面（データを出力したもの又は写真を貼り付けた
紙面をカラーコピーしたもの）で様式10枚以内とすること。
※すべての写真の上部に職業部門、氏名及び撮影年月日を記載するとともに、
写真下段へ内容についての説明を記載すること。

（５）動画等　　１～２０部門は任意　３分以内の作業風景等
　　　　　　　　２１部門は必須　　３分以内の作業風景等
　　　録画形式はMP４形式（画質：720p 程度若しくはそれ以下）DVD-RW
DVD-Rで提出　

（６）推薦同意書及び障害者手帳の写し　２１部門のみ必須　
　
（７）その他の添付資料　※無しの場合は不要　２部（原本１部と写し１部）
    　書類審査により選考されるため、被表彰候補者に係る技能の程度及び功績を確認することのできる資料等について、返却を要しないものを添付すること。
　　  なお、資料は紙媒体、A4版とすること。
1 新聞記事等
   　 本人の実績に関する新聞、雑誌、業界紙の記事等（該当部分の抜粋）
　　② 説明書、図面、写真等
　　　本人の製作物、発明、考案又は改善等に関する説明書、図面等
　　　※改良前と改良後の比較をなるべく数量的に行い、分かりやすくすること。
　　③ 特許、実用新案等の資料
　　　特許、実用新案等については、発明者名（共同の場合は、担当分野を明らか　　　　
にすること。）、所有権者名、内容、取得年月日を明らかにする資料及び証書の写しを添付すること。
　　④ 表彰、職業能力検定等に係る資料
  　　表彰、技能検定合格証書又は職業訓練指導員免許証の写し、技能検定委員の委嘱状の写し、厚生労働大臣が認定する技能審査若しくは社内検定の合格証の写し、高度熟練技能者・ものづくりマイスター・全技連マイスター・技能グランプリ入賞歴等を証する書類の写し、その他資格試験に合格したことを明らかにする書類の写しを添付すること。
３　その他の留意事項
（１）原則として、熊本県優秀技能者表彰の受賞者を推薦すること。
（２）被表彰候補者が自営業主である場合、その自営する企業従業員等の雇用保険
及び社会保険の適用については、本表彰が厚生労働大臣表彰であることを鑑み
十分御留意いただきたい。
（３） 現役性に欠ける者の推薦を行うことのないよう留意するとともに、調書の「現役性」欄について調書記載要領に基づき具体的に記入すること。
（４）全国的な規模の事業を行う事業主団体若しくはその連合体等から、厚生労働省に直接推薦される場合があるため、被推薦者が他の推薦者からも重複して推薦されていないか留意されたい。
		また、被推薦者の推薦に係る技能に関し、叙勲もしくは褒章を受章又は受賞予定がないこと。
（５）工業的職種の雇用労働者及び女性技能者（※）についても、積極的な推薦を配慮されたいこと。
　　　（※）同一職種についての県から国への推薦枠は原則１名だが、女性技能者を１名以上推薦する場合は、２名までの推薦を認めることとされている。
（６）前回まで被表彰候補者として推薦のあった者であって、本表彰を受けるに至らなかった者については、真に表彰を受けるにふさわしい者であれば、改めて推薦して差し支えないこと。この場合、被表彰候補者の功績等をより一層アピールできるよう記載内容を工夫すること。
（７）提出書類に記載された個人情報は、本表彰のための審査及び表彰以外の目的には使用しない。ただし、被表彰者については、顕彰のために原則として、氏名、年齢、職種、就業先、技能功績概要及び顔写真を公表し、また、行政等の広報誌、ホームページ等に掲載することとなるため、推薦する場合は個人情報の取り扱いについて、あらかじめ被表彰候補者に説明を行い、同意を得ておくこと。
（８）記載様式は、熊本県のホームページ（https://www.pref.kumamoto.jp/）に掲載している。（ダウンロード可能）
　 ［掲載場所：ホーム＞ 熊本県＞検索コーナー（組織から探す）＞ 商工労働部＞　
労働雇用創生課 ＞ 令和８年度（2026年度）卓越した技能者（現代の名工）候補者推薦要領、様式］
（９）被表彰者の決定にかかる厚生労働省からの通知は、推薦者には、被推薦者の表彰が決定した場合のみ郵送で通知されること。
（10）被表彰候補者の推薦後に、被表彰候補者が禁錮以上の刑に処せられ、若しくは他の技能者の模範とするに欠ける事実が明らかになった場合又は提出書類の記載内容に変更（死亡、病気、人事異動、転職、住所変更等）若しくは誤りがあった場合には、速やかに連絡すること。
（11）提出は　紙出力とデータを提出すること。
- 4 -
